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（
平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日
閣
議
決
定
） 

  

各
閣
僚
を
始
め
と
す
る
政
務
三
役
は
、
次
の
方
針
に
基
づ
き
、
職
務
に
専
念
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
、
政
権
交
代
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
国
民
の
皆
様
に
お
約
束
し
た
政
策
を
政
治
主
導
・
官
邸
主
導
で
実
現
す
る

た
め
、
政
府
与
党
が
一
丸
と
な
っ
て
邁
進
す
る
。 

 

一
、
本
年
を
平
成
の
開
国
元
年
と
と
ら
え
、
明
治
維
新
や
戦
後
に
続
き
、
貿
易
自
由
化
や
若
者
が
参
加
す
る
農
業

の
再
生
な
ど
に
よ
り
日
本
人
全
体
が
世
界
に
向
か
っ
て
活
躍
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
貧
困
や
失
業
問
題
、

社
会
保
障
へ
の
国
民
の
不
安
等
を
払
拭
し
、「
最
小
不
幸
社
会
」
を
実
現
す
る
。
さ
ら
に
、
国
民
に
と
っ
て
「
不

条
理
」
と
思
え
る
よ
う
な
問
題
を
た
だ
す
こ
と
を
基
本
姿
勢
と
す
る
。 

 

一
、
国
民
が
未
来
に
対
し
希
望
を
持
て
る
社
会
を
創
る
た
め
、
経
済
・
財
政
・
社
会
保
障
の
一
体
的
建
て
直
し
に

誠
心
誠
意
取
り
組
む
と
と
も
に
、
「
新
成
長
戦
略
」
の
着
実
か
つ
早
急
な
実
現
を
図
る
。 

 

一
、
明
治
以
来
の
中
央
集
権
体
質
か
ら
脱
却
し
新
し
い
国
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
一
括
交
付
金
制
度
の
拡
充
や

国
の
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
な
ど
、
地
域
主
権
改
革
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。 

 

一
、
各
閣
僚
は
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
国
会
が
選
ん
だ
菅
内
閣
の
一
員
と
し
て
、
国
務
大
臣
と
し
て
の
総
合
的
な

立
場
か
ら
、
省
益
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
菅
総
理
の
指
示
の
下
で
一
体
と
な
っ
て
、
内
外
の
政
策
課
題
に

取
り
組
む
。 



 
一
、
限
ら
れ
た
人
材
・
予
算
を
有
効
に
活
用
す
る
観
点
か
ら
、
行
政
の
無
駄
遣
い
を
根
絶
す
る
ほ
か
、
情
報
公
開

を
更
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
「
行
政
の
透
明
化
」
を
推
進
す
る
。 

 

一
、
政
務
三
役
と
官
僚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
と
責
任
を
明
確
に
し
、
相
互
に
緊
密
な
情
報
共
有
、
意
思
疎

通
を
図
り
、
政
府
全
体
が
一
体
と
な
っ
て
、
真
の
政
治
主
導
に
よ
る
本
格
的
な
政
策
運
営
に
取
り
組
む
。 


